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(57)【要約】
【課題】構造が簡単で成型が容易であり、かつ強靭性を
大幅に高めた手袋の提供。
【解決手段】手袋芯１００と少なくとも１つの手袋部材
２００を含み、手袋芯１００が少なくとも掌面１１０、
甲面１２０、手側面１３０を備え、手袋部材２００の一
側が手袋芯１００の一表面に粘着固定され、手袋部材２
００が手袋芯１００の掌面１１０の少なくとも一部分及
び甲面１２０の少なくとも一部分、または手袋芯１００
の掌面１１０の少なくとも一部分及び手側面１３０の少
なくとも一部分、あるいは手袋芯１００の甲面１２０の
少なくとも一部分及び手側面１３０の少なくとも一部分
を被覆し、手袋芯１００に補強作用を持つ手袋部材２０
０を結合することで、構造が簡単で成型が容易なだけで
なく、手袋の強靭性を大幅に向上することができる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手袋であって、手袋芯と少なくとも１つの手袋部材を備え、前記手袋芯が少なくとも掌
面、甲面、手側面を備え、
　前記手袋部材の一側が前記手袋芯の一表面に粘着固定され、前記手袋部材が前記手袋芯
の掌面の少なくとも一部分及び前記甲面の少なくとも一部分を被覆する、または前記手袋
芯の掌面の少なくとも一部分及び前記手側面の少なくとも一部分を被覆する、あるいは前
記手袋芯の甲面の少なくとも一部分及び前記手側面の少なくとも一部分を被覆することを
特徴とする、手袋。
【請求項２】
　手袋であって、手袋芯と少なくとも１つの手袋部材を備え、前記手袋芯が少なくとも掌
面、甲面、手指部位を備え、
　前記手袋部材の一側が前記手袋芯の一表面に粘着固定され、前記手袋部材が前記手袋芯
の掌面の少なくとも一部分または前記甲面の少なくとも一部分、あるいは前記手指部位の
少なくとも一部分を被覆する、または前記掌面の少なくとも一部分、甲面の少なくとも一
部分及び前記手指部位の少なくとも一部分を被覆することを特徴とする、手袋。
【請求項３】
　前記手指部位はさらに親指サック、人差し指サック、中指サック、薬指サック、小指サ
ック、前記親指サックと前記人差し指サック間の虎口部及び前記人差し指サック、前記中
指サック、前記薬指サック、前記小指サック間にある３つのＹ字部を含むことを特徴とす
る、請求項２に記載の手袋。
【請求項４】
　前記手指部位はさらに前記親指サック、前記人差し指サック、前記中指サック、前記薬
指サック、前記小指サック、前記親指サックにそれぞれ位置する指面、指側面、指甲面を
含むことを特徴とする、請求項３に記載の手袋。
【請求項５】
　前記親指サック、前記人差し指サック、前記中指サック、前記薬指サック、前記小指サ
ックの末端はそれぞれ開口部を備えていることを特徴とする、請求項３に記載の手袋。
【請求項６】
　前記虎口部、前記複数のＹ字部を被覆する前記手袋部材のうち少なくとも一部分が前記
手袋芯の一表面に縫い付けられることを特徴とする、請求項３に記載の手袋。
【請求項７】
　さらに少なくとも１つの粘着固定層が前記手袋芯と手袋部材の間に設けられ、両者が粘
着固定されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項８】
　前記手袋芯が前記手袋部材に被覆されていない一表面に少なくとも１つの保護層が設置
されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項９】
　前記手袋部材の別の一側に少なくとも１つの保護層が結合されることを特徴とする、請
求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項１０】
　前記手袋部材に少なくとも１つの装飾部が設置されることを特徴とする、請求項１乃至
６のいずれかに記載の手袋。
【請求項１１】
　前記手袋部材は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材を含み、前記第１手袋部材は相
対する第１内側表面と第１外側表面を備え、前記第２手袋部は相対する第２内側表面と第
２外側表面を備えており、そのうち、前記第２内側表面は結合区域で前記第１外側表面に
粘着されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項１２】
　前記第１手袋部材と前記第２手袋部材間が連接部を介して一体として連接されることを
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特徴とする、請求項１１に記載の手袋。
【請求項１３】
　前記第１手袋部材が掌面であり、前記第２手袋部材が甲面である、または、前記第１手
袋部材が甲面であり、前記第２手袋部材が掌面であることを特徴とする、請求項１１に記
載の手袋。
【請求項１４】
　前記第１手袋部材が少なくとも１つの裁断片を備える、または、前記第２手袋部材が少
なくとも１つの裁断片を備えることを特徴とする、請求項１３に記載の手袋。
【請求項１５】
　前記手袋部材が少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材を含み、前記第１手袋部材が相
対する第１内側表面と第１外側表面を備え、前記第２手袋部が相対する第２内側表面と第
２外側表面を備えており、そのうち、前記第１内側表面と前記第２内側表面が収容空間を
形成し、前記第２内側表面が結合区域で前記第１外側表面に粘着されることを特徴とする
、請求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項１６】
　前記第１手袋部材と前記第２手袋部材間が連接部を介して一体として連接されることを
特徴とする、請求項１５に記載の手袋。
【請求項１７】
　前記第１手袋部材が掌面であり、前記第２手袋部材が甲面である、または、前記第１手
袋部材が甲面であり、前記第２手袋部材が掌面であることを特徴とする、請求項１５に記
載の手袋。
【請求項１８】
　前記第１手袋部材が少なくとも１つの裁断片を備える、または、前記第２手袋部材が少
なくとも１つの裁断片を備えることを特徴とする、請求項１７に記載の手袋。
【請求項１９】
　前記手袋部材が少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材、第３手袋部材を含み、そのう
ち、前記第３手袋部材が結合区域で前記第１手袋部材または第２手袋部材に粘着されるこ
とを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項２０】
　前記第１手袋部材が掌面であり、前記第２手袋部材が甲面である、または、前記第１手
袋部材が甲面であり、前記第２手袋部材が掌面であることを特徴とする、請求項１９に記
載の手袋。
【請求項２１】
　前記第１手袋部材が少なくとも１つの裁断片を備える、または、前記第２手袋部材が少
なくとも１つの裁断片を備えることを特徴とする、請求項２０に記載の手袋。
【請求項２２】
　前記手袋部材が少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材、第３手袋部材を含み、前記第
１手袋部材が相対する第１内側表面と第１外側表面を備え、前記第２手袋部が相対する第
２内側表面と第２外側表面を備えており、そのうち、前記第１内側表面と前記第２内側表
面が収容空間を形成し、前記第３手袋部材が結合区域で前記第１手袋部材または第２手袋
部材に粘着されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれかに記載の手袋。
【請求項２３】
　前記第１手袋部材が掌面であり、前記第２手袋部材が甲面である、または、前記第１手
袋部材が甲面であり、前記第２手袋部材が掌面であることを特徴とする、請求項２２に記
載の手袋。
【請求項２４】
　前記第１手袋部材が少なくとも１つの裁断片を備える、または、前記第２手袋部材が少
なくとも１つの裁断片を備えることを特徴とする、請求項２３に記載の手袋。
【請求項２５】
　前記手袋部材が少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材を含み、前記第１手袋部材が相
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対する第１内側表面と第１外側表面、及び前記第１内側表面と前記第１外側表面の間に位
置する第１切断面を備え、前記第２手袋部材が相対する第２内側表面と第２外側表面、及
び前記第２内側表面と前記第２外側表面の間に位置する第２切断面を備え、そのうち、前
記第１切断面が結合区域で前記第２切断面に粘着されることを特徴とする、請求項１乃至
６のいずれかに記載の手袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は手袋に関し、特に、構造が簡単で成型が容易であり、かつ手袋の強靭性を大幅
に高めた手袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現有の手袋はその材質の違いに基づいて概ね布手袋、ビニル手袋、石綿手袋等に分けら
れ、本発明は主にそのうちの布手袋、及び紡績手袋または皮手袋に対して改良を加えたも
のである。
【０００３】
　現在知られている布手袋は複数の繊維糸を相互に交錯させて編んで成るため、各繊維糸
の間に隙間が存在し、このため装着者が作業をするとき、鋭利な物品や微小な物品が容易
に布手袋の隙間を通過して手の皮膚を傷つける場合があることが実際の使用経験から分か
っている。
【０００４】
　また、現在すでに布手袋の外布表面上の適切な区域をゴム層で覆っている業者があるが
、これは主に、指や手のひら、手の甲などの特定部位に、それぞれゴム層を独立して縫合
し、前記布手袋の外布表面に結合させ、かつ手の曲線変化に合わせて、手に十分な保護を
提供し、局部的保護の目的を達している。
【０００５】
　しかしながら、既存の手袋は製造時に前述の保護層を１つ１つ前記布手袋に縫合してお
り、制作上かなり時間と手間を要し、かつ手作業での縫合時容易に縫合位置に誤差を生じ
、縫製した位置が正確でないと、手の曲線に合わず、手袋の保護効果が低下してしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、特に、構造が簡単で成型が容易であり、かつ強靭性を大幅に高めた手
袋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達するため、本発明の手袋は手袋芯と少なくとも１つの手袋部材を含み、
前記手袋芯が少なくとも掌面、甲面、手側面を備え、そのうち、前記手袋部材の一側が前
記手袋芯の一表面に粘着固定され、前記手袋部材が前記手袋芯の掌面の少なくとも一部分
及び前記甲面の少なくとも一部分を被覆する、または前記手袋芯の掌面の少なくとも一部
分及び前記手側面の少なくとも一部分を被覆する、あるいは前記手袋芯の甲面の少なくと
も一部分及び前記手側面の少なくとも一部分を被覆し、本発明の手袋芯に補強作用を持つ
手袋部材を結合することで、構造が簡単で成型が容易なだけでなく、手袋の強靭性を大幅
に向上することができる、実用性と進歩性を備えている。
【０００８】
　本発明は、また、手袋芯と少なくとも１つの手袋部材を含み、前記手袋芯が少なくとも
掌面、甲面、手側面を備え、そのうち、前記手袋部材の一側が前記手袋芯の一表面に粘着
固定され、前記手袋部材が前記手袋芯の掌面の少なくとも一部分または前記甲面の少なく
とも一部分、あるいは前記手指部位の少なくとも一部分を被覆する、または前記掌面の少
なくとも一部分、甲面の少なくとも一部分及び前記手指部位の少なくとも一部分を被覆す
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る、手袋を提供する。
【０００９】
　上述の技術的特徴に基づき、前記手指部位はさらに親指サック、人差し指サック、中指
サック、薬指サック、小指サック、親指サックと前記人差し指サック間の虎口部及び人差
し指サック、中指サック、薬指サック、小指サック間にある３つのＹ字部を含む。
【００１０】
　上述の技術的特徴に基づき、前記手指部位はさらに前記親指サック、人差し指サック、
中指サック、薬指サック、小指サック、親指サックにそれぞれ位置する指面、指側面、指
甲面を含む。
【００１１】
　上述の親指サック、人差し指サック、中指サック、薬指サック、小指サックの末端はそ
れぞれ開口部を備えている。
【００１２】
　上述の技術的特徴に基づき、前記虎口部、前記複数のＹ字部を被覆する前記手袋部材の
うち少なくとも一部分が前記手袋芯の一表面に縫い付けられる。
【００１３】
　上述の技術的特徴に基づき、前記手袋はさらに少なくとも１つの粘着固定層が前記手袋
芯と手袋部材の間に設けられ、両者が粘着固定される。
【００１４】
　上述の技術的特徴に基づき、前記手袋芯は手袋部材に被覆されていない上方に少なくと
も１つの保護層が設けられる。
【００１５】
　上述の技術的特徴に基づき、前記手袋部材の他方の一側に少なくとも１つの保護層が結
合される。
【００１６】
　上述の技術的特徴に基づき、前記手袋部材に少なくとも１つの装飾部が設置される。
【００１７】
　上述の技術的特徴に基づき、手袋部材は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材を含み
、前記第１手袋部材は相対する第１内側表面と第１外側表面を備え、前記第２手袋部は相
対する第２内側表面と第２外側表面を備えており、そのうち、前記第２内側表面は結合区
域で前記第１外側表面に粘着される。
【００１８】
　上述の技術的特徴に基づき、手袋部材は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材を含み
、前記第１手袋部材は相対する第１内側表面と第１外側表面を備え、前記第２手袋部は相
対する第２内側表面と第２外側表面を備えており、そのうち、前記第１内側表面と前記第
２内側表面が収容空間を形成し、前記第２内側表面は結合区域で前記第１外側表面に粘着
される。
【００１９】
　上述の技術的特徴に基づき、第１手袋部材と第２手袋部材間は連接部を介して一体とし
て連接される。
【００２０】
　上述の技術的特徴に基づき、手袋部材は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材、第３
手袋部材を含み、そのうち、前記第３手袋部材は結合区域で前記第１手袋部材または第２
手袋部材に粘着される。
【００２１】
　上述の技術的特徴に基づき、手袋部材は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材、第３
手袋部材を含み、前記第１手袋部材は相対する第１内側表面と第１外側表面を備え、前記
第２手袋部は相対する第２内側表面と第２外側表面を備えており、そのうち、前記第１内
側表面と前記第２内側表面が収容空間を形成し、前記第３手袋部材が結合区域で前記第１
手袋部材または第２手袋部材に粘着される。
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【００２２】
　上述の技術的特徴に基づき、手袋部材は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材を含み
、第１手袋部材は相対する第１内側表面と第１外側表面、及び前記第１内側表面と前記第
１外側表面の間に位置する第１切断面を備え、前記第２手袋部材は相対する第２内側表面
と第２外側表面、及び前記第２内側表面と前記第２外側表面の間に位置する第２切断面を
備え、そのうち、前記第１切断面は結合区域で前記第２切断面に粘着される。
【００２３】
　上述の技術的特徴に基づき、第１手袋部材が掌面であり、前記第２手袋部材が甲面であ
る。または、前記第１手袋部材が甲面であり、前記第２手袋部材が掌面である。
【００２４】
　上述の技術的特徴に基づき、第１手袋部材は少なくとも１つの裁断片を備える。または
、前記第２手袋部材は少なくとも１つの裁断片を備える。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】本発明の実施例１を示す手袋の分解斜視図である。
【図１Ｂ】本発明の実施例１を示す手袋の斜視である。
【図２】本発明の実施例２を示す手袋の斜視図である。
【図３】本発明の実施例３を示す手袋の斜視図である。
【図４Ａ】本発明の実施例４に係る手袋芯の斜視図である。
【図４Ｂ】本発明の実施例４に係る手袋部材の分解平面図である。
【図４Ｃ】本発明の実施例４に係る手袋部材の斜視図である。
【図４Ｄ】本発明の実施例４を示す手袋の斜視図である。
【図５】本発明の実施例５を示す手袋の斜視図である。
【図６Ａ】手袋部材の別の実施態様を示す分解平面図である。
【図６Ｂ】手袋部材のさらに別の実施態様を示す平面図である。
【図７】本発明の実施例６を示す手袋の斜視図である。
【図８】本発明の実施例７を示す手袋の平面図である。
【図９】本発明の実施例８を示す手袋の斜視図である。
【図１０】本発明の実施例に係るモールドベースの斜視図である。
【図１１】本発明の実施例に係る手型モールドの斜視図である。
【図１２】本発明の実施例に係る手型モールド及びモールドベースを重ねて配置した状態
における斜視図である。
【図１３Ａ】本発明の実施例に係る手袋部材の第１実施形態を示す分解平面図である。
【図１３Ｂ】本発明の実施例に係る手袋部材の第１実施形態を示す分解平面図である。
【図１４】本発明の実施例に係る手袋部材の第２実施形態を示す分解平面図である。
【図１５】本発明の実施例に係る手袋部材の第３実施形態を示す分解平面図である。
【図１６】本発明の実施例に係る手袋部材の第４実施形態を示す分解平面図である。
【図１７】本発明の実施例に係る手袋部材の第５実施形態を示す断面図である。
【図１８Ａ】本発明の実施例に係る手袋部材の第６実施形態を示す分解平面図である。
【図１８Ｂ】本発明の実施例に係る手袋部材の第６実施形態を示す断面図である。
【図１９】本発明の実施例に係る手袋部材の第７実施形態を示す要部断面図である。
【図２０】本発明の実施例に係る手袋部材の第８実施形態を示す要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００２７】
　図１Ａ、図１Ｂは本発明の実施例１を示す手袋の斜視図である。本発明の手袋は、手袋
芯１００と、少なくとも１つの手袋部材２００を備え、前記手袋芯１００は少なくとも掌
面１１０、甲面１２０、手側面１３０を備えている。前記手袋芯１００は編織手袋芯また
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は縫製手袋芯とすることができ、そのうち、編織手袋芯は６ゲージ、７ゲージ、８ゲージ
、９ゲージ、１０ゲージ、１１ゲージ、１２ゲージ、１３ゲージ、１４ゲージ、１５ゲー
ジ、１６ゲージ、１７ゲージ、１８ゲージ、１９ゲージの編織手袋芯である。
【００２８】
　前記手袋部材２００の材質は、ポリ塩化ビニル（Ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｃｈｌｏｒｉｄｅ
、略称ＰＶＣ）、合成皮革、繊維人工皮革、豚表皮、豚床皮、豚スウェード、牛表皮、牛
床皮、牛スウェード、羊表皮、羊スウェード、馬皮、鹿皮のいずれかとすることができる
。図に示す実施例において、前記手袋部材２００は半掌部２０１を備え、前記半掌部２０
１は掌面を備えている。
【００２９】
　そのうち、前記手袋部材の半掌部２０１の一側が前記手袋芯１００の一表面に粘着固定
され、前記手袋部材の半掌部２０１が前記手袋芯の掌面１１０の少なくとも一部分と前記
甲面１２０の少なくとも一部分を被覆する。即ち、前記半掌部２０１が前記手袋芯の掌面
１１０の少なくとも一部分を被覆して、前記甲面１２０の少なくとも一部分まで包み込み
、立体的で人間工学に則した構造を形成する。上述の粘着固定方式は、前記半掌部２０１
の辺縁または前記手袋芯１００の辺縁に少なくとも１つの粘着固定層３０を設置し、前記
粘着固定層３０はポリウレタン（Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ、略称ＰＵ）、ポリアクリレ
ート（ａｃｒｙｌａｔｅ）等の粘着性を持つ材質としてもよく、接着フィルムの貼付また
は接着糊を塗布する方式で付着でき、前記粘着固定層３０が前記半掌部２０１と前記手袋
芯１００の粘着固定を構成する。当然、高周波またはプレス方式で粘着固定を構成しても
よい。
【実施例２】
【００３０】
　図２の実施例２に示すように、前記手袋部材の半掌部２０１は前記手袋芯の掌面１１０
の少なくとも一部分と、前記手側面１３０の少なくとも一部分を被覆する。
【実施例３】
【００３１】
　または、図３の実施例３に示すように、前記手袋部材の半掌部２０１は前記手袋芯の甲
面１２０の少なくとも一部分と前記手側面１３０の少なくとも一部分を被覆する。
【実施例４】
【００３２】
　当然、上述の各実施例において、前記手袋芯１００は少なくとも掌面１１０、甲面１２
０、手指部位１４０を含むこともでき、図４Ａに示す実施例４では、前記手指部位１４０
はさらに親指サック１４１、人差し指サック１４２、中指サック１４３、薬指サック１４
４、小指サック１４５、前記親指サックと前記人差し指サック間の虎口部１４６、前記人
差し指サック、中指サック、薬指サック、小指サック間に位置する３つのＹ字部（それぞ
れ人差し指Ｙ字部１４７、中指Ｙ字部１４８、小指Ｙ字部１４９）を含み、前記手指部位
はさらに前記親指サック、人差し指サック、中指サック、薬指サック、小指サックに位置
する指面１４０Ａ、指側面１４０Ｂ及び指甲面１４０Ｃを含む。
【００３３】
　図４Ｂに示すように、複数の手袋部材２００は半掌部２１０、リボン部２２０、虎口補
強部２３０等を含む手袋部材を相互に粘着して成り、前記半掌部２１０は掌補強シートと
、前記掌補強シートの一側に位置し、かつそれぞれ独立した親指片、人差し指片、小指片
を含み、前記リボン部２２０は中指と薬指を含む。前記半掌部２１０の人差し指片から小
指片までの部分を利用して前記リボン部２２０の中指と薬指と粘着され、さらに虎口補強
部２３０が前記親指片及び人差し指片の間に粘着され、図４Ｃに示すように、手袋部材２
００が形成される。さらに、図４Ｄに示すように、前記手袋部材が前記手袋芯の一表面に
粘着固定され、前記手袋部材が前記手袋芯の掌面１１０の少なくとも一部分と、前記手指
部位１４０の少なくとも一部分を被覆し、前記手袋部材２００の辺縁に粘着固定層（図示
しない）が設置され、前記半掌部２１０の少なくとも一部分が前記手袋芯掌面１１０の少
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なくとも一部分を被覆し、かつ前記半掌部２１０のその他部分及びリボン部２２０が前記
手指部位の全部の指面１４０Ａを被覆し、かつ前記指側面１４０Ｂが指甲面１４０Ｃの一
部を包み込み、前記虎口補強部２３０が前記手袋芯の虎口部１４６を被覆して、立体的で
人間工学に則した構造を形成する。
【実施例５】
【００３４】
　図５に示す実施例５では、複数の手袋部材２００は半掌部２１０、リボン部２２０、虎
口補強部２０３等を含む手袋部材を相互に粘着して成り、前記半掌部２１０は甲面シート
と、前記甲面シートの一側に位置し、かつそれぞれ独立した親指片、人差し指片、小指片
とを含み、前記手袋部材２００は前記手袋芯の甲面１２０の少なくとも一部分と、前記手
指部位の少なくとも一部分を被覆する。当然、前記手袋部材２００は手指部位１４０まで
の全部の指甲面を被覆し、かつ前記指側面から指面の一部までを包み込んでもよい。また
は、前記手袋部材は前記掌面の少なくとも一部分、甲面の少なくとも一部分及び前記手指
部位の少なくとも一部分を被覆してもよい。
【００３５】
　上述の手袋部材は、図６Ａに示すように、半掌部２１０、中指部２４０、薬指部２５０
、虎口補強部２３０等を相互に粘着して構成してもよい。あるいは、図６Ｂに示すように
、前記手袋部材は大掌部２６０を備え、前記大掌部２６０は掌面と、前記掌面の一側に位
置する手指部を備える。
【実施例６】
【００３６】
　さらに、図７に示す実施例６では、前記手袋部材において前記虎口部１４６、前記複数
のＹ字部１４７、１４８、１４９を覆う少なくとも一部分は前記手袋芯１００の一表面に
縫い付けられ、即ち、前記虎口部１４６、前記複数のＹ字部１４７、１４８、１４９の一
部は前記手袋部材を前記手袋芯に固定する粘着固定層が設置されず、縫製線４０で両者が
固定され、使用時の快適性が向上される。
【実施例７】
【００３７】
　このほか、図８に示すように実施例７では、前記手袋芯１００は手袋部材に被覆されて
いない一表面に少なくとも１つの保護層５０が結合され、前記保護層５０はPVC層とする
ことができ、図に示す実施例では、前記手袋芯１００の甲面１１０及び手指部位の指甲面
１４Ｃに保護層５０が設置され、かつさらに前記複数の保護層５０表面に少なくとも１つ
の滑り止めストリップ５１を設置してもよい。そのうち、PVC層は良好な硬度（比較的高
いショア硬度値）性能を備えており、その良好な硬度性能により、使用者が使用するとき
の防振性能と安全性能を高めることができる。
【実施例８】
【００３８】
　上述の各実施例において、図９に示す実施例８のように、半指タイプの手袋としてもよ
く、前記親指サック１４１、人差し指サック１４２、中指サック１４３、薬指サック１４
４、小指サック１４５の末端に開口部１４０Ｄをそれぞれ設け、使用者が装着時に手の指
を前記開口部１４０Ｄから出すことができる。
【００３９】
　さらに、前記手袋部材の別の一側に少なくとも１つの保護層を結合する。例えば前記虎
口部に相対する外側に保護層を設置し、前記保護層はスポンジ、アクリロニトリルゴム、
PVC、エチレン酢酸ビニル共重合体（ｅｔｈｙｌｅｎｅ－ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ　
ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ、略称ＥＶＡ）を含むいずれかの材料で成るものとしてもよい。説明
すべきは、前記保護層は硬質材料を選択し、手袋の虎口部箇所を保護することが好ましい
。
【００４０】
　または、前記手指部位に相対する外側に保護層を設置してもよく、前記保護層はＴＰＵ
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炭素繊維層［ＴＰＵ（Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ；熱可塑
性ポリウレタン）]とすることができ、前記ＴＰＵ炭素繊維層は同様に良好な硬度性能を
備え、手袋の手指に対する保護を通じて、さらに前記手袋の防振性能、耐磨耗性能を向上
し、特殊な作業での操作時により優れた安全保障を提供することができる。また、手指部
位の保護層の外側にさらに５種類の寸法の磁鉄カバーをそれぞれ設置してもよい。例えば
、磁鉄カバーは弾性部材であり、かつ良好な磁性を備えている。手袋芯の５本指が対応す
る手指保護層の表面上にいずれも磁鉄カバーを設置することで、磁体が一部の微細な鉄製
の製品（例えば鉄釘）を吸着することができ、使用者が鉄釘を選別しにくい状況を回避で
き、同時に、磁鉄カバーが手袋の指に対する保護をより一層強化し、けがを防ぐとともに
、破れ防止、重い物による圧迫防止、穿刺防止（例：ガラス、釘、鉄釘）等の作用を発揮
し、さらには耐摩耗性も高めるという目的を達成することができる。磁鉄カバーは手袋芯
に被着し、いつでも取り外すことができ、使用する必要がないときには、磁鉄カバーを取
り外すことができる。
【００４１】
　またあるいは、前記手袋部材の手袋芯の掌面に相対する外側にも保護層を設置すること
ができ、前記保護層はスポンジ、ウレタンフォーム、棉、アクリロニトリルゴム、PVC、E
VＡのいずれかの材料で製造することができる。また、前記手袋部材の手袋芯の掌面に相
対する外側に２つの保護層を設置してもよく、内層保護層はスポンジ、ウレタンフォーム
、棉、アクリロニトリルゴム、ＰＶＣ、ＥＶＡのいずれかの材料で成り、外層保護層は繊
維（マイクロファイバー）、布材料、皮材料、弾性材料のいずれかの材料で製造すること
ができる。
【００４２】
　このほか、前記手袋部材には少なくとも１つの装飾部が設置され、例えば装飾糸を装飾
部として手袋部材の少なくとも１つの辺縁箇所に設けてもよく、前記装飾糸は使用者に縫
製済みという感覚を与え、また粘着後の手袋部材と手袋芯の一体としての堅牢性を一定程
度増強することができる。
【００４３】
　以下では本発明の手袋に用いることができる各種製造方法を提供する。
【００４４】
　１つ目の製造方法は、少なくとも次の工程を含む。
【００４５】
　（ａ）手袋芯を用意する。前記手袋芯は上述の実施例に示すように、指なし型の手袋芯
、半指型の手袋芯、または全指型の手袋芯とすることができ、前記手袋芯は編織手袋芯ま
たは縫製手袋芯とすることができる。以下では前記手袋芯は全指型手袋芯を例とする。
【００４６】
　（ｂ）少なくとも１つの手袋部材を用意する。前記手袋部材は上述の実施例に示すよう
に、半掌部を備える、または半掌部、リボン部、虎口補強部を備える、或いは半掌部、中
指部、薬指部、虎口補強部を備える、または大掌部を備える。以下では前記手袋部材は、
図６Ａに示すように、半掌部２１０、中指部２４０、薬指部２５０、虎口補強部２３０を
備えたものを例とする。
【００４７】
　（ｃ）モールドベース６０を用意する。図１０に示すように、前記モールドベース６０
は一側に前記手袋部材を収容できる収容部６１を備え、図に示す実施例のように、前記収
容部６１は前記手袋芯と相対する外形構造を備え、かつ前記収容部６１は前記モールドベ
ース６０に凹陥した構造体とすることができ、また前記モールドベースから突出した構造
体とすることもできる。
【００４８】
　（ｄ）手型モールド７０を用意する。図１１に示すように、手型モールドは前記手袋芯
に対応する外形構造を備え、前記半掌部、中指部、薬指部、虎口補強部を相互に結合する
。そのうち、まず中指部及び薬指部を相互に結合したい位置に粘着性を持つ材料を設置し



(10) JP 2016-537520 A 2016.12.1

10

20

30

40

50

（例えば接着フィルムの貼付または接着糊を塗布する方式で付着）、その後前記モールド
ベース収容部の対応する位置に置いて、さらに手型モールドを前記モールドベースの収容
部上に置いて前記中指部及び薬指部を押さえ、プレス方式で前記中指部及び薬指部を相互
に結合させる。当然、先に手袋芯を前記手型モールド外側に被着してから前記モールドベ
ース上に置いてもよい。
【００４９】
　さらに、半掌部及び虎口補強部を相互に結合したい位置に粘着性を持つ材料を設置し（
例えば接着フィルムの貼付または接着糊を塗布する方式で付着）、その後前記モールドベ
ース収容部の対応する位置に置き、また上述の結合済みの中指部及び薬指部を前記モール
ドベース収容部の対応する位置に置いてから、手型モールドを前記モールドベースの収容
部上に置いて上述の各部材を押さえ、プレス方式で上述の各部材を相互に結合し、手袋部
材半製品を形成する。当然、上述の結合方式が高周波またはプレス方式で粘着固定を構成
してもよい。
【００５０】
　（ｅ）前記手袋部材を前記手袋芯に結合し、上述の完成した手袋部材半製品（即ち、粘
着後の手袋部材）を前記モールドベースの収容部に置き、前記手袋芯を前記手型モールド
外側に被着し、さらに手袋芯を被着した手型モールドを前記収容部に重ねて置く。そのう
ち、図１２に示すように、上述の手袋部材半製品を前記モールドベースの収容部に置くと
、前記収容部が前記手袋部材半製品の辺縁を直立させ、前記手袋部材半製品の立った部分
で前記手袋芯１０表面まで包み込み、包覆部位２７を形成することができる。最後にホッ
トプレスを行い前記手袋部材の一側を前記手袋芯表面に粘着固定し、例えば前記包覆部位
を前記手袋芯表面に粘着固定させた後、最後に離型して本発明の手袋が完成する。
【００５１】
　２つ目の製造方法の工程は、１つ目の製造方法とほぼ同じであるが、異なるのは、２つ
目の製造方法はさらに自動輸送装置を前記あらかじめ成型された複数の手袋芯及び複数の
手袋部材の輸送に提供する点であり、かつ前記自動輸送装置は第１作業ステーションに設
置され、粘着性を持つ材料の設置を行い、例えば接着フィルムの貼付または接着糊を塗布
する方式、あるいは設置スプレー式糊付機で糊付けを行って、厚さが０.３～０.９ｍｍ及
び幅が２～１０ｍｍの接着剤層を形成する。さらに第１作業ステーションの後に第２作業
ステーションを設置し、前記第２作業ステーションでは加熱プロセスを行い、粘着性を持
つ材料が設置された複数の手袋芯及び複数の手袋部材に対して加熱を行う。そのうち、オ
ーブン方式を利用して加熱を行うことができ、その加熱温度は摂氏５～２５０度としても
よく、そのうち摂氏３０～１２０度が最も好ましい。
【００５２】
　さらに、前記第２作業ステーションの後に第３作業ステーションを設置し、前記第３作
業ステーションでは上述の工程（ｄ）を実行して複数の手袋部材を相互に粘着させる。粘
着時は簡単なプレスで完了することができ、例えばプレス機で約３～２０秒のプレスを行
い、そのうち、プレス時間は３～１５秒が好ましい。最後に上述の工程（ｅ）を実行して
前記手袋部材を前記手袋芯に結合させ、最後に離型して本発明の手袋が完成される。
【００５３】
　上述の実施例において、前記手袋部材２００は少なくとも第１手袋部材、第２手袋部材
を含み、図１３Ａに示す第１実施形態では、前記第１手袋部材は例えば掌面１０であり、
前記第２手袋部材は甲面２０である。同時に図１３Ｂに示すように、第１手袋部材の掌面
１０は相対する第１内側表面１０１と第１外側表面１０２を備え、前記第２手袋部材の甲
面２０は相対する第２内側表面２０１と第２外側表面２０２を備えており、かつ前記第１
内側表面１０１と前記第２内側表面２０１が収容空間Ｓを形成する。前記第２内側表面２
０１の少なくとも一部分が結合区域２７で前記第１外側表面１０２に粘着され、そのうち
、前記結合区域２７は前記第２手袋部材甲面２０の辺縁に位置することができ、例えば、
前記辺縁と前記第２手袋部材甲面２０の端面距離は０ｃｍより大きく、５ｃｍ以下である
。かつ結合区域２７で第１手袋部材の掌面１０及び第２手袋部材の甲面２０を粘着し、人
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間工学に則した立体構造を形成する。上述の結合区域には粘着層を設けてもよく（図示し
ない）、前記粘着層は、ポリウレタン（Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ、略称ＰＵ）、ポリア
クリレート（ａｃｒｙｌａｔｅ）等の粘着性を持つ材質としてもよく、接着フィルムの貼
付または接着糊を塗布する方式で付着でき、前記粘着層が前記甲面２０と前記掌面１０の
粘着固定を構成する。当然、高周波またはホットプレスあるいはコールドプレス方式で粘
着固定を構成してもよい。
【００５４】
　上述の第１手袋部材は少なくとも１つの裁断片を備える。または、前記第２手袋部材は
少なくとも１つの裁断片を備え、図１４に示す第２実施形態では、前記掌面１０は掌部１
１と、前記掌部１１の一側に位置する第１手指部を備え、そのうち、前記第１手指部は親
指１２、人差し指１３、中指１４、薬指１５、小指１６を含み、かつ前記掌部１１の一側
から一体として延伸されて成り、即ち、前記第１手袋部材は単一の裁断片１０ａから構成
され、前記第２手袋部材は２枚の裁断片２０ｂを備えている。
【００５５】
　図１５に示す第３実施形態では、前記第１手袋部は２枚の裁断片１０ａから構成され、
前記第２手袋部材は２枚の裁断片２０ｂを備えている。
【００５６】
　図１６に示す第４実施形態では、前記手袋部材は第１手袋部材、第２手袋部材を備え、
図に示す例において、前記第１手袋部材は掌面であり、前記第２手袋部材は甲面である。
前記第１手袋部材と第２手袋部材間は連接部２８を介して一体として連接され、前記第１
手袋部材は単一の裁断片１０ａから構成され、前記第２手袋部材は単一の裁断片２０ｂか
ら構成され、結合区域により前記甲面と前記掌面が粘着固定され、図１ｂの手袋部材１０
０を形成することができる。
【００５７】
　図１７に示す第５実施形態では、手袋部材は第１手袋部材、第２手袋部材を備え、前記
第１手袋部材は例えば掌面１０であり、前記第２手袋部材は例えば甲面２０である。前記
第１手袋部材は相対する第１内側表面１０１と第１外側表面１０２、及び前記第１内側表
面１０１と第１外側表面１０２の間に位置する第１切断面１０３を備えている。前記第２
手袋部材は相対する第２内側表面２０１と第２外側表面２０２、及び前記第２内側表面２
０１と第２外側表面２０２の間に位置する第２切断面２０３を備え、前記第１切断面１０
３は結合区域２７で前記第２切断面２０３に粘着される。上述の結合区域には粘着層を設
けてもよく（図示しない）、前記粘着層は、ポリウレタン（Ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ、
略称ＰＵ）、ポリアクリレート（ａｃｒｙｌａｔｅ）等の粘着性を持つ材質としてもよく
、接着フィルムの貼付または接着糊を塗布する方式で付着でき、前記粘着層が前記第１手
袋部材、第２手袋部材の粘着固定を構成する。当然、高周波またはホットプレスあるいは
コールドプレス方式で粘着固定を構成してもよい。
【００５８】
　図１８Ａに示す第６実施形態では、前記手袋部材は第１手袋部材、第２手袋部材と、少
なくとも１つの第３手袋部材を備え、この例では第３手袋部材は辺縁ストリップ８０であ
る。図に示す例において、前記第１手袋部材は掌面、前記第２手袋部材は甲面であり、か
つ３つの辺縁ストリップ８０を備え、前記掌面１０及び甲面２０の間に配置される。同時
に図１８Ｂに示すように、前記第１手袋部材の第１内側表面１０１と第２手袋部材の第２
内側表面２０１が収容空間Ｓを形成し、前記少なくとも１つの辺縁ストリップ８０の二側
がそれぞれ結合区域８１で前記第１手袋部材、第２手袋部材に粘着される。例えば、前記
辺縁ストリップ８０の一側の辺縁が粘着方式で前記掌面１０の少なくとも一部分（図では
第１外側表面１０２を例とする）に連接され、前記辺縁ストリップ８０の他方の一側の辺
縁が粘着方式で前記甲面２０の少なくとも一部分（図では第２外側表面２０２を例とする
）に連接される。前記辺縁と前記辺縁ストリップの端面距離は０ｃｍより大きく５ｃｍ以
下である。当然、前記辺縁ストリップの一側の辺縁は粘着方式で前記掌面の第１内側表面
に連接され、前記辺縁ストリップの他方の一側の辺縁は粘着方式で前記甲面の第２内側表
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面に粘着される。
【００５９】
　そのうち、前記第１手指部の親指１２、人差し指１３、中指１４、薬指１５、小指１６
は前記掌部１１の一側から一体として延伸され、即ち、第１手袋部材は単一の裁断片１０
ａから構成される。前記甲面２０は甲部２１と、前記甲部２１の一側に位置する第２手指
部を備え、そのうち、前記第２手指部は甲側親指２２、甲側人差し指２３、甲側中指２４
、甲側薬指２５、甲側小指２６を含み、かつ前記掌部２１の一側から一体として延伸され
て成り、即ち、第２手袋部材は単一の裁断片２０ｂから構成される。当然、実施例５にお
いて、前記第１手袋部材には少なくとも１つの裁断片を設ける、あるいは前記第２手袋部
材には少なくとも１つの裁断片を設けることもできる。
【００６０】
　さらに、上述の例において、前記第１手袋部材は掌面、前記第２手袋部材は甲面である
。また、前記第１手袋部材は甲面、前記第２手袋部材は掌面に変え、前記結合区域も前記
掌面に位置してもよく、同様に本発明の目的及び効果を達することができる。
【００６１】
　このほか、上述の実施例においては、第１手袋部材の第１内側表面と第２手袋部材の第
２内側表面が収容空間を形成することを例として、使用者が手を入れることができる収容
空間を形成している。当然、本発明を利用して手袋の半製品を製造してもよく、図１９に
示すように、同様に前記第１手袋部材の第１外側表面１０２を利用して結合区域２７で前
記第２手袋部材の第２内側表面２０１に粘着するが、第１内側表面１０１と第２内側表面
２０１が収容空間を形成するとは限らない。あるいは、図２０に示すように、前記第３手
袋部材の辺縁ストリップ８０を利用して結合区域２７で前記第１手袋部材１０または第２
手袋部材２０に粘着する。
【００６２】
　上述の実施例においては、少なくとも１つの第１手袋部材、第２手袋部材を相互に結合
して手袋部材を構成した後、手袋芯と結合して本発明の手袋を形成しており、前記手袋部
材の一側が前記手袋芯の一表面に粘着固定され、前記手袋部材が前記手袋芯の掌面の少な
くとも一部分及び前記甲面の少なくとも一部分を被覆する、または前記手袋芯の掌面の少
なくとも一部分及び前記手側面の少なくとも一部分を被覆する、あるいは前記手袋芯の甲
面の少なくとも一部分及び前記手側面の少なくとも一部分を被覆し、かつ前記手袋部材が
包み込む形式で手袋芯の一側から手袋芯の他方の一側まで被覆して、立体的で人間工学に
則した構造を形成する。
【符号の説明】
【００６３】
　Ｓ　　　　収容空間
　１０　　　掌面
　１０ａ　　裁断片
　１０１　　第１内側表面
　１０２　　第１外側表面
　１０３　　第１切断面
　１１　　　掌部
　１２　　　親指
　１３　　　人差し指
　１４　　　中指
　１５　　　薬指
　１６　　　小指
　２０　　　甲面
　２０ｂ　　裁断片
　２０１　　第２内側表面
　２０２　　第２外側表面
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　２０３　　第２切断面
　２１　　　甲部
　２２　　　甲側親指
　２３　　　甲側人差し指
　２４　　　甲側中指
　２７　　　結合区域
　２８　　　連接部
　８０　　　辺縁ストリップ
　８１　　　結合区域
　３０　　　粘着固定層
　４０　　　縫製線
　５０　　　保護層
　５１　　　滑り止めストリップ
　６０　　　モールドベース
　６１　　　収容部
　７０　　　手型モールド
　１００　　手袋芯
　１１０　　　掌面
　１２０　　　甲面
　１３０　　　手側面
　１４０　　　手指部位
　１４０Ａ　指面
　１４０Ｂ　指側面
　１４０Ｃ　指甲面
　１４０Ｄ　開口部
　１４１　　親指サック
　１４２　　人差し指サック
　１４３　　中指サック
　１４４　　薬指サック
　１４５　　小指サック
　１４６　　虎口部
　１４７　　人差し指Ｙ字部
　１４８　　中指Ｙ字部
　１４９　　小指Ｙ字部
　２００　　手袋部材
　２０１　　半掌部
　２１０　　半掌部
　２２０　　リボン部
　２３０　　虎口補強部
　２４０　　中指部
　２５０　　薬指部
　２６０　　大掌部
　２７０　　包覆部位
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【図１７】 【図１８Ａ】
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